
１ 

平成３０年（措）第１８号 

排 除 措 置 命 令 書 

大阪市北区梅田三丁目１番３号 

伊藤忠商事株式会社 

同代表者 代表取締役 鈴 木 善 久 

大阪市中央区難波五丁目１番５号 

株式会社髙島屋 

同代表者 代表取締役 木 本   茂 

東京都中央区日本橋本町一丁目６番５号 

ツカモトユーエス株式会社 

同代表者 代表取締役 西 村   隆 

東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号 

株式会社サンペックスイスト 

同代表者 代表取締役 宍 戸 典 之 

東京都港区赤坂八丁目１番２２号 

双日ジーエムシー株式会社 

同代表者 代表取締役 林 屋 治 夫 

東京都千代田区二番町５番地２５ 

株式会社そごう・西武 

同代表者 代表取締役 林   拓 二 

公正取引委員会は，上記の者らに対し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（以下「独占禁止法」という。）第７条第２項の規定に基づき，次のとお

り命令する。 

なお，主文及び理由中の用語のうち，別紙１「用語」欄に掲げるものの定義は，

別紙１「定義」欄に記載のとおりである。 

別 添 
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主    文 

１  伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」という。），

株式会社髙島屋（以下「髙島屋」という。），ツカモトユー

エス株式会社（以下「ツカモトユーエス」という。），株

式会社サンペックスイスト（以下「サンペックスイスト」

という。），双日ジーエムシー株式会社（以下「双日ジー

エムシー」という。）及び株式会社そごう・西武（以下「そ

ごう・西武」という。）の６社（以下「６社」という。）

は，それぞれ，次の事項を，取締役会において決議しなけ

ればならない。 

(1) 株式会社ＮＴＴドコモ（以下「ＮＴＴドコモ」という。）

が平成２６年１０月９日に見積り合わせの説明会を開催

した，ドコモショップの女性スタッフが平成２８年

１０月から着用する別紙２記載のユニフォーム（以下「ド

コモショップユニフォーム」という。）について，６社

及び丸紅株式会社（以下「丸紅」という。）の７社（以

下「７社」という。）が共同して行った，受注すべき者

（以下「受注予定者」という。）を決定し，受注予定者

が受注できるようにする旨の合意が消滅していることを

確認すること。 

(2) 今後，相互の間において，又は他の事業者と共同して，

ドコモショップの女性スタッフが着用するユニフォーム

について，受注予定者を決定せず，各社がそれぞれ自主

的に受注活動を行うこと。 

２  ６社は，それぞれ，前項に基づいて採った措置を，自社

を除く５社，株式会社ユニメイト及びＮＴＴドコモに通知

し，かつ，自社の従業員に周知徹底しなければならない。

これらの通知及び周知徹底の方法については，あらかじめ，

公正取引委員会の承認を受けなければならない。 

３  ６社は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の

事業者と共同して，ドコモショップの女性スタッフが着用

するユニフォームについて，受注予定者を決定してはなら
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ない。 

４  ６社は，それぞれ，第１項及び第２項に基づいて採った

措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 

理    由 

第１  事実 

１ 関連事実 

(1) 名宛人等の概要 

ア  伊藤忠商事，髙島屋及びツカモトユーエスは，それぞれ，肩書地に本店

を置き，ドコモショップユニフォームを販売していた。 

イ  サンペックスイスト，双日ジーエムシー及びそごう・西武は，それぞれ，

肩書地に本店を置き，ユニフォームを販売していた。 

ウ 名宛人以外の丸紅は，東京都中央区日本橋二丁目７番１号に本店を置き，

ドコモショップユニフォームを販売していた。 

エ  名宛人以外の丸紅メイト株式会社（以下「丸紅メイト」という。）は，

ドコモショップユニフォームのレンタル運用に係る事業を行っていた者で

あるが，平成３０年３月３０日付けで，株式会社ユニメイトに商号変更し

たユニフォームメイト株式会社に対し，同事業を承継させており，以後，

同事業を営んでいない。 

(2) 調達方法等 

ア  ＮＴＴドコモは，ドコモショップユニフォームについて，レンタル運用

の方法により調達することとし，ＮＴＴドコモがレンタル運用業務を委託

したレンタル運用会社に対し，ＮＴＴドコモが指定する縫製会社からドコ

モショップユニフォームを仕入れさせることとした。 

イ ＮＴＴドコモは，平成２６年１０月以降，ドコモショップユニフォーム

の縫製会社を決定するための見積り合わせ（以下「縫製コンペ」という。）

及びドコモショップユニフォームのレンタル運用会社を決定するための見

積り合わせ（以下「レンタルコンペ」という。）をそれぞれ実施すること

とした。 

ウ  ＮＴＴドコモは，次の (ｱ)から (ｶ)までの方法により，縫製コンペを実施し

た。 

(ｱ)  縫製コンペ参加者については，ユニフォーム製作実績等を考慮して，
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ＮＴＴドコモが選定した者とし，平成２６年１０月９日に説明会を開催

する。 

(ｲ)  縫製会社の選定については，ドコモショップユニフォームの品目を，

一定のカテゴリー（別紙２記載のものをいう。以下同じ。）に分類し，

カテゴリーごとに実施する。 

(ｳ)  前記 (ｱ)の説明会に出席した者のうちドコモショップユニフォームの受

注を希望する者は，平成２６年１２月１５日までに，カテゴリーごとに，

表生地見本，生地出荷引受及び品質保証証明書，縫製工場承認報告書，

納品までのスケジュール表，見積書等を提出する。 

(ｴ)  見積書については，カテゴリーごとに，品目ごとの単価及び各単価の

合計額（以下「見積価格」という。）を記載する。 

(ｵ)  受注者については，カテゴリーごとに，製品の品質及び納期までのス

ケジュールがＮＴＴドコモの求める一定の基準を満たした者のうち，最

も低い見積価格を提示した者とする。 

(ｶ) カテゴリーによっては複数社を受注者とすることもある。 

エ  受注者は，平成２８年６月又は７月以降，直接又は他の事業者を通じて，

レンタル運用会社向けにドコモショップユニフォームを販売している。 

２  合意の成立等 

(1) 丸紅及び丸紅メイトは，ドコモショップの女性スタッフが着用するユニ

フォームの調達及び販売に関して協力関係にあり，丸紅メイトの営業担当者

は，丸紅に代わり６社のうち双日ジーエムシーを除く者らの営業担当者と面

談を行っていた。 

(2) 伊藤忠商事，ツカモトユーエス及び丸紅の３社（以下「３社」という。）

は，遅くとも平成２５年４月頃以降，ドコモショップの女性スタッフが着用

するユニフォームの見積り合わせが行われる可能性があるとの予測に基づい

て，ドコモショップの女性スタッフが着用するユニフォームについての受注

に関する情報交換を行っていた。 

(3) ３社は，縫製コンペに参加する可能性のある事業者と面談するなどして，

縫製コンペにおいて７社による受注調整を行うことを確認した。 

(4)ア ３社は，遅くとも平成２６年１２月１０日までに，ドコモショップユニ

 フォームについて， 

(ｱ) カテゴリーごとに受注予定者を決定し，受注予定者以外の者は受注予
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定者が受注できるようにすること 

(ｲ) カテゴリー１は伊藤忠商事及びツカモトユーエス，カテゴリー２は髙

島屋，カテゴリー３は丸紅をそれぞれ受注予定者とすること 

を合意した。 

イ 髙島屋は，遅くとも平成２６年１２月１１日までに，ドコモショップユ

ニフォームについて，ツカモトユーエス及び丸紅からカテゴリー２の受注

予定者になることを伝えられ，連絡された見積価格を提示することに同意

し，これにより前記ア (ｱ)の合意に加わった。 

ウ  サンペックスイスト，双日ジーエムシー及びそごう・西武は，遅くとも

平成２６年１２月１５日までに，ツカモトユーエス又は丸紅から連絡され

た見積価格を提示することに同意し，これにより前記ア (ｱ)の合意に加わっ

た。 

３ 実施状況 

７社は，前記２ (４)により，次のとおり，ドコモショップユニフォームについ

て，カテゴリーごとの受注予定者が受注できるようにしていた。 

(1) ７社は，カテゴリーごとの受注予定者が受注できるように見積価格を調整

するなどして，伊藤忠商事及びツカモトユーエスがカテゴリー１を，髙島屋

がカテゴリー２を，丸紅がカテゴリー３を，それぞれ受注した。 

(2) ３社のドコモショップユニフォームの販売金額は，ドコモショップユニ

フォームの販売総額のうち大部分を占めていた。 

４ 合意の消滅等 

(1)  丸紅は，平成２８年９月１４日，課徴金の減免に係る報告及び資料の提出

に関する規則（平成１７年公正取引委員会規則第７号）第１条第１項の規定

に基づき，公正取引委員会に対して様式第１号による報告書を提出するとと

もに，自社のドコモショップユニフォームの営業担当者に対して前記２ (４)の

合意に基づく行為を行わない旨の指示を行ったところ，同日以降，同合意に

基づき受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにする行為は行わ

れていない。 

(2)  伊藤忠商事は，平成２８年９月１３日，公正取引委員会が平成３０年（措）

第４号により措置を命じた事件について，同社らの営業所に独占禁止法第

４７条第１項第４号の規定に基づく立入検査を行ったことを契機として，同

日以降，社内調査を継続的に実施し，関係部門の従業員に対してドコモショッ
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プユニフォームに係る行為を含め独占禁止法に抵触する疑いのある行為を行

わないことを周知徹底した。その後，同社は，平成２９年３月２３日，ツカ

モトユーエスと面談し，法令違反の疑いを受けるおそれのある行為を行わな

い旨を連絡した。さらに，伊藤忠商事は，同月２４日までに，丸紅及び丸紅

メイトに対して法令違反の疑いを受けるおそれのある行為を行わない旨を通

知した。これらにより伊藤忠商事は，同日以降，前記２ (４)の合意に基づき受

注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにする行為を行っていない

ものと認められる。 

(3)  ツカモトユーエスは，公正取引委員会が平成３０年（措）第４号により措

置を命じた事件について，複数の事業者に対し，独占禁止法第４７条第１項

第４号の規定に基づく立入検査を行ったとの報道に接したことから，平成

２９年２月頃，自社のドコモショップユニフォームの営業担当者に対して前

記２の行為を行わない旨の指示を行った。また，同社は，前記 (２)のとおり，

同年３月２３日，伊藤忠商事から，法令違反の疑いを受けるおそれのある行

為を行わない旨連絡を受け，これに同意した。さらに，ツカモトユーエスは，

同月２９日，ドコモショップユニフォームの追加発注に関して丸紅及び丸紅

メイトと面談し，同年４月１０日，丸紅メイトに対して法令違反の疑いを受

けるおそれのある行為を行わない旨を連絡した。これらによりツカモトユー

エスは，同日以降，前記２ (４)の合意に基づき受注予定者を決定し，受注予定

者が受注できるようにする行為を行っていないものと認められる。 

(4)  前記 (１)から (３)までの事実によれば，平成２９年４月１０日以降，前記２ (４)

の合意は事実上消滅しているものと認められる。 

第２ 法令の適用 

前記事実によれば，７社は，共同して，ドコモショップユニフォームについ

て，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにする旨を合意するこ

とにより，公共の利益に反して，レンタル運用会社向けドコモショップユニ

フォームの取引分野における競争を実質的に制限していたものであって，この

行為は，独占禁止法第２条第６項に規定する不当な取引制限に該当し，独占禁

止法第３条の規定に違反するものである。 

また，前記の違反行為は既になくなっているが，６社については，いずれも，

独占禁止法第７条第２項第１号に該当する者であり，違反行為の取りやめが公

正取引委員会の立入検査を契機としたものであること等の諸事情を総合的に勘
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案すれば，特に排除措置を命ずる必要があると認められる。 

よって，６社に対し，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき，主文のとお

り命令する。 

平成３０年１０月１８日 

公 正 取 引 委 員 会 

委員長  杉  本  和  行 

委 員  山  本  和  史 

委 員  三  村  晶  子 

委 員  青  木  玲  子 

委 員  小  島  吉  晴 



別紙１ 

番号 用語 定義 

１ ドコモショップ 
株式会社ＮＴＴドコモの代理店が運営する携帯電

話の販売店 

２ レンタル運用 

ドコモショップの女性スタッフが着用するユニ

フォームを株式会社ＮＴＴドコモに対してレンタ

ルサービスにより貸与すること 



別紙２ 

株式会社ＮＴＴドコモが見積り合わせの方法により縫製会社を決定する下表記載

のユニフォーム 

カテゴリー 品目 

カテゴリー１ ジャケット，ベスト，スカート，パンツ及びベルト 

カテゴリー２ 長袖ブラウス（白），半袖ブラウス（白）及びカットソー 

カテゴリー３ 長袖ブラウス（紺）及び半袖ブラウス（紺） 



１ 

平成３０年（措）第１９号 

排 除 措 置 命 令 書 

大阪市北区梅田三丁目１番３号 

伊藤忠商事株式会社 

同代表者 代表取締役 鈴 木 善 久 

東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号 

株式会社サンペックスイスト 

同代表者 代表取締役 宍 戸 典 之 

東京都港区赤坂八丁目１番２２号 

双日ジーエムシー株式会社 

同代表者 代表取締役 林 屋 治 夫 

大阪市中央区難波五丁目１番５号 

株式会社髙島屋 

同代表者 代表取締役 木 本   茂 

東京都中央区日本橋本町一丁目６番５号 

ツカモトユーエス株式会社 

同代表者 代表取締役 西 村   隆 

東京都渋谷区恵比寿四丁目３番１４号 

 三菱商事ファッション株式会社 

  同代表者 代表取締役 中 嶋 敏 博 

公正取引委員会は，上記の者らに対し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（以下「独占禁止法」という。）第７条第２項の規定に基づき，次のとお

り命令する。 

なお，主文及び理由中の用語のうち，別紙１「用語」欄に掲げるものの定義は，

別紙１「定義」欄に記載のとおりである。 
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主    文 

１  伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」という。），

株式会社サンペックスイスト（以下「サンペックスイスト」

という。），双日ジーエムシー株式会社（以下「双日ジー

エムシー」という。），株式会社髙島屋（以下「髙島屋」

という。），ツカモトユーエス株式会社（以下「ツカモト

ユーエス」という。）及び三菱商事ファッション株式会社

（以下「三菱商事ファッション」という。）の６社（以下

「６社」という。）は，それぞれ，次の事項を，取締役会

において決議しなければならない。 

(1) 株式会社ＮＴＴドコモ（以下「ＮＴＴドコモ」という。）

が平成２７年５月２２日に見積り合わせの説明会を開催

した，ドコモショップの女性スタッフが平成２８年

１０月から着用する別紙２記載のユニフォーム（以下「ド

コモショップユニフォーム」という。）について，６社

及び丸紅メイト株式会社（以下「丸紅メイト」という。）

の７社（以下「７社」という。）が共同して行った，受

注すべき者（以下「受注予定者」という。）を決定し，

受注予定者が受注できるようにする旨の合意が消滅して

いることを確認すること。 

(2) 今後，相互の間において，又は他の事業者と共同して，

ドコモショップの女性スタッフが着用するユニフォーム

について，受注予定者を決定せず，各社がそれぞれ自主

的に受注活動を行うこと。 

２  ６社は，それぞれ，前項に基づいて採った措置を，自社

を除く５社及びＮＴＴドコモに通知し，かつ，自社の従業

員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知

徹底の方法については，あらかじめ，公正取引委員会の承

認を受けなければならない。 

３  ６社は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の

事業者と共同して，ドコモショップの女性スタッフが着用

するユニフォームについて，受注予定者を決定してはなら
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ない。 

４  ６社は，それぞれ，第１項及び第２項に基づいて採った

措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 

理    由 

第１ 事実 

１  関連事実 

(1) 名宛人等の概要 

ア 伊藤忠商事，サンペックスイスト，双日ジーエムシー，髙島屋，ツカモ

トユーエス及び三菱商事ファッションは，それぞれ，肩書地に本店を置き，

ユニフォームを販売等していた。 

イ 名宛人以外の丸紅メイトは，東京都千代田区神田錦町三丁目２０番地に

本店を置き，ドコモショップユニフォームをレンタル運用していた。 

(2) 調達方法等 

ア  ＮＴＴドコモは，ドコモショップユニフォームについて，レンタル運用

の方法により調達することとし，ＮＴＴドコモがレンタル運用業務を委託

したレンタル運用会社に対し，ＮＴＴドコモが指定する縫製会社からドコ

モショップの女性スタッフが着用するユニフォームを仕入れさせることと

した。 

イ  ＮＴＴドコモは，平成２６年１０月以降，ドコモショップユニフォーム

の縫製会社を決定するための見積り合わせ（以下「縫製コンペ」という。）

及びドコモショップユニフォームのレンタル運用会社を決定するための見

積り合わせ（以下「レンタルコンペ」という。）をそれぞれ実施すること

とした。 

ウ  ＮＴＴドコモは，次の (ｱ)から (ｴ)までの方法により，レンタルコンペを実

施した。 

(ｱ) レンタルコンペ参加者については，ユニフォームレンタル実績等を考

慮して，ＮＴＴドコモが選定した者とし，平成２７年５月２２日に説明

会を開催する。 

(ｲ)  前記 (ｱ)の説明会に出席した者のうちドコモショップユニフォームの受

注を希望する者は，平成２７年６月２２日までに，レンタル運用の運営

体制等を記載した提案書，見積書等を提出する。 
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(ｳ)  受注者については，提案内容がＮＴＴドコモの求める一定の基準を満

たした者のうち，最も低い見積価格を提示した者とする。 

(ｴ)  レンタル運用期間は，平成２８年１０月１日から３年ないし５年で提

案させることとし，コスト効率の高い期間で決定する。また，ドコモ

ショップユニフォームの一部の品目において，２社の縫製会社を採用し

たことから，全国統一運用及び分割運用で提案することとし，提案され

た運用方法を踏まえて決定する。 

エ 受注者は，ＮＴＴドコモの指示に基づき，縫製コンペにおいて決定され

た縫製会社から，直接又は他の事業者を通じて，ドコモショップユニフォー

ムを購入し，平成２８年１０月以降，レンタル運用していた。 

２  合意の成立等 

(1) 伊藤忠商事，ツカモトユーエス及び丸紅メイトの３社は，遅くとも平成

２６年９月頃以降，ドコモショップの女性スタッフが着用するユニフォーム

のレンタル運用会社を決定するための見積り合わせが行われる可能性がある

との予測に基づいて，レンタルコンペについての受注に関する情報交換を

行っていたところ，レンタルコンペに参加する可能性のあるサンペックスイ

スト，双日ジーエムシー及び髙島屋と面談するなどして，平成２７年４月頃

までには，レンタルコンペにおいて各社から受注調整の協力が得られると認

識した。 

(2) 丸紅メイトは，平成２７年６月８日頃，三菱商事ファッションと面談する

などして，レンタルコンペにおいて同社から受注調整の協力が得られると認

識した。 

(3) ７社は，遅くとも平成２７年６月２２日までに，ドコモショップユニフォー

ムについて，丸紅メイトを受注予定者とし，受注予定者以外の者は丸紅メイ

トが受注できるようにすることを合意した。 

３  実施状況 

７社は，前記２ (３)により，ドコモショップユニフォームについて，受注予定

者である丸紅メイトが受注できるように見積価格を調整するなどして，丸紅メ

イトが受注した。 

４  合意の消滅 

丸紅メイトは，平成２８年１０月１３日，課徴金の減免に係る報告及び資料

の提出に関する規則（平成１７年公正取引委員会規則第７号）第１条第１項の
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規定に基づき，公正取引委員会に対して様式第１号による報告書を提出すると

ともに，自社のドコモショップユニフォームの営業担当者に対して前記２ (３) の

合意に基づく行為を行わない旨の指示を行ったところ，同日以降，同合意に基

づき受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにする行為は行われて

いない。このため，同日以降，同合意は事実上消滅しているものと認められる。 

第２ 法令の適用 

前記事実によれば，７社は，共同して，ドコモショップユニフォームについ

て，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにする旨を合意するこ

とにより，公共の利益に反して，ドコモショップユニフォームのレンタル運用

に係る取引分野における競争を実質的に制限していたものであって，この行為

は，独占禁止法第２条第６項に規定する不当な取引制限に該当し，独占禁止法

第３条の規定に違反するものである。 

また，前記の違反行為は既になくなっているが，６社については，いずれも，

独占禁止法第７条第２項第１号に該当する者であり，違反行為が自主的に取り

やめられたものでないこと等の諸事情を総合的に勘案すれば，特に排除措置を

命ずる必要があると認められる。 

よって，６社に対し，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき，主文のとお

り命令する。 

平成３０年１０月１８日 

公 正 取 引 委 員 会 

委員長  杉  本  和  行 

委 員  山  本  和  史 

委 員  三  村  晶  子 

委 員  青  木  玲  子 

委 員  小  島  吉  晴



別紙１ 

番号 用語 定義 

１ ドコモショップ 
株式会社ＮＴＴドコモの代理店が運営する携帯電

話の販売店 

２ レンタル運用 

ドコモショップの女性スタッフが着用するユニ

フォームを株式会社ＮＴＴドコモに対してレンタ

ルサービスにより貸与すること 



別紙２ 

株式会社ＮＴＴドコモが見積り合わせの方法によりレンタル運用会社を決定する

ユニフォーム 


